
採用試験を通じて求める「人材像」について 

 
平成 26年 5月 30日 

 

国家公務員法第 45 条の２第３項に基づく政令 ※において、「採用試験により確保すべき人材に

関する事項」として以下の内容を規定しています。 

※採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令（平成 26年政令第192号） 

 

【採用試験により確保すべき人材】（第３条） 

○ 国民全体の奉仕者として、国民の立場に立ち、高い気概、使命感及び倫理感を持って、多様

な知識及び経験に基づくとともに幅広い視野に立って行政課題に的確かつ柔軟に対応し、国民

の信頼に足る民主的かつ能率的な行政の総合的な推進を担う職員となることができる知識及び

技能、能力並びに資質を有する者 

かつ、 

○ 採用試験の種類ごとに、以下の事項に該当する者 

 

【採用試験の種類ごとに定める事項】（別表） 

（採用試験の種類のすべてに共通） 

①我が国の歴史及び文化その他の人文科学、社会科学及び自然科学の分野における基礎的な知 

識   

②基礎的な課題について十分に理解した上で、着実に取り組み、正確かつ迅速に処理し、その

結果を踏まえた説明を適切に行うことができる基礎的な能力  

③公共の利益のために勤務することについての明確な自覚及び国際的かつ多角的な視点 

 

（採用試験の種類ごとに定めるもの） 

総合職試験 院卒程度 ①人文科学、社会科学又は自然科学のいずれかの分野における特

定の専門領域に関する知識又は技術 

②①の関連領域における知識 

③①②の応用能力 

④困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その

他総合的かつ高度な能力 

⑤適切かつ効果的に説明及び討議を行う能力 

⑥①～⑤の基盤となる基礎的な外国語の能力 

⑦採用後の研修又は職務経験を通じて①～⑥の向上が見込まれ

ること。 

大卒程度 ①人文科学、社会科学若しくは自然科学のいずれかの分野におけ

る特定の専門領域に関する知識若しくは技術 

及びその関連領域における知識 

又は 

幅広い教養 

②困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その

他総合的な能力 



又は 

適切かつ効果的に説明及び討議を行う能力 

③①②の基盤となる基礎的な外国語の能力 

④採用後の研修又は職務経験を通じて①～③の向上が見込まれ

ること。 

一般職試験 大卒程度 ①人文科学、社会科学又は自然科学のいずれかの分野における特

定の専門領域に関する知識又は技術 

②①の関連領域における知識 

③課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 

④採用後の研修又は職務経験を通じて①～③の向上が見込まれ

ること。 

高卒程度 ①自然科学の分野における特定の専門領域に関する基礎的な技

術 

又は 

論理的な思考力及び表現力並びに基礎的な課題を正確かつ迅速

に処理することができる能力 

②採用後の研修又は職務経験を通じて①の向上が見込まれるこ

と。 

皇宮護衛官採用

試験 

大卒程度 ①社会経済情勢に関する知識 

②状況に応じて課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表

現力 

③採用後の研修又は職務経験を通じて①②の向上が見込まれる

こと。 

④職務を適切に遂行することができる身体の状況 

⑤職務を遂行する上で求められる体力 

高卒程度 ①論理的な思考力及び表現力 

②採用後の研修又は職務経験を通じて①の向上が見込まれるこ

と。 

③職務を適切に遂行することができる身体の状況 

④職務を遂行する上で求められる体力 

刑務官採用試験 高卒程度 ①論理的な思考力及び表現力 

②採用後の研修又は職務経験を通じて①の向上が見込まれるこ

と。 

③職務を適切に遂行することができる身体の状況 

④職務を遂行する上で求められる体力又は武道の技術 

入国警備官採用

試験 

高卒程度 ①論理的な思考力及び表現力 

②採用後の研修又は職務経験を通じて①の向上が見込まれるこ

と。 

③職務を適切に遂行することができる身体の状況 

④職務を遂行する上で求められる体力 

法務省専門職員

採用試験 

大卒程度 ①矯正処遇又は保護観察の分野における心理学、教育学又は社会

学の知識 

②課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 

③採用後の研修又は職務経験を通じて①②の向上が見込まれる



こと。 

④職務を適切に遂行することができる身体の状況（保護観察官を

除く） 

外務省専門職員

採用試験 

大卒程度 ①外交領事事務に関する分野における社会経済情勢に関する知

識 

②国際法規に関する知識及びこれに関連する知識 

③特定の外国語の能力 

④課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 

⑤採用後の研修又は職務経験を通じて①～④の向上が見込まれ

ること。 

⑥③の特定の外国語以外の外国語の能力を必要に応じて習得す

る意欲 

⑦職務を適切に遂行することができる身体の状況 

財務専門官採用

試験 

大卒程度 ①財政又は金融に関する分野における知識及びその関連分野に

おける知識 

②課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 

③採用後の研修又は職務経験を通じて①②の向上が見込まれる

こと。 

国税専門官採用

試験 

大卒程度 ①税務に関する分野における知識及びその関連分野における知

識 

②課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 

③採用後の研修又は職務経験を通じて①②の向上が見込まれる

こと。 

④職務を適切に遂行することができる身体の状況 

税務職員採用試

験 

高卒程度 ①論理的な思考力及び表現力 

②基礎的な課題を正確かつ迅速に処理することができる能力 

③採用後の研修又は職務経験を通じて①②の向上が見込まれる

こと。 

④職務を適切に遂行することができる身体の状況 

食品衛生監視員

採用試験 

大卒程度 ①食品衛生に関する分野における知識及びその関連分野におけ

る知識 

②課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 

③採用後の研修又は職務経験を通じて①②の向上が見込まれる

こと。 

労働基準監督官

採用試験 

大卒程度 ①労働行政に関する分野における知識及びその関連分野におけ

る知識 

②課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力 

③採用後の研修又は職務経験を通じて①②の向上が見込まれる

こと。 

④職務を適切に遂行することができる身体の状況 

航空管制官採用

試験 

大卒程度 ①航空交通管制の分野に係る業務に求められる記憶力及び空間

を把握する能力 

②航空英語に関する知識及び能力の基礎となる英語の知識及び

能力 



③採用後の研修又は職務経験を通じて①②の習得及び向上が見

込まれること。 

④職務を適切に遂行することができる身体の状況 

航空保安大学校

学生採用試験 

高卒程度 ①航空保安業務の分野に係る専門的知識・技能を修得する上で基

礎となる、数学及び（物理又は英語）の知識 

②採用後の研修又は職務経験を通じて、①の向上及び航空保安業

務の分野に係る専門的知識・技能の修得及び向上が見込まれる

こと。 

③職務を適切に遂行することができる身体の状況 

気象大学校学生

採用試験 

高卒程度 ①気象業務の分野に係る専門的知識・技能を修得する上で基礎と

なる、 

数学・物理・英語の知識 及び 

論理的な思考力及び表現力 

②採用後の研修又は職務経験を通じて、①の向上及び気象業務の

分野に係る専門的知識・技能の習得及び向上が見込まれるこ

と。 

③職務を適切に遂行することができる身体の状況 

海上保安大学校

学生採用試験 

高卒程度 ①海上保安業務の分野に係る専門的知識・技能を修得する上で基

礎となる、 

数学・（物理又は化学）・英語の知識 及び 

論理的な思考力及び表現力 

②採用後の研修又は職務経験を通じて、①の向上及び海上保安業

務の分野に係る専門的知識・技能の習得及び向上が見込まれる

こと。 

③職務を適切に遂行することができる身体の状況 

④職務を遂行する上で求められる体力 

海上保安学校学

生採用試験 

高卒程度 ①海上保安業務の分野に係る専門的知識・技能を修得する上で基

礎となる、 

数学・英語（・物理）の知識 又は 

論理的な思考力及び表現力 

②採用後の研修又は職務経験を通じて、①の向上及び海上保安業

務の分野に係る専門的知識・技能の習得及び向上が見込まれる

こと。 

③職務を適切に遂行することができる身体の状況 

④職務を遂行する上で求められる体力 

経験者採用試験 ※今後、内閣官房令で策定 

 


